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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年１０月２４日（月）午前１０時　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　２時５分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 森内一蔵  副委員長 本保加津枝 委　　員 南野直司

委　　員 弘　　豊  委　　員 山崎雅数  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　杉本正彦 同部次長　井口久和

同部参事兼産業振興課長　鈴木康之

保健福祉部長　福永冨美子　同部次長兼国保年金課長　堤　守

同部参事兼高齢介護課長　山田雅也　　

高齢介護課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局書記　寺前和恵


１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成２２年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第７号　平成２2年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決算

認定の件

認定第３号　平成２2年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第４号　平成２2年度摂津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第９号　平成２2年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第８号　平成２2年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○森内一蔵委員長　ただ今から民生常任

委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、南野委

員を指名いたします。

　認定第７号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　事務報告書にパートタ

イマー等退職金共済の加入者の状況が書

いてあるんですけれども、共済掛金など

を見ると若干ふえているのかなと思うん

です。この今の状況を詳しくお聞かせい

ただければと思います。

○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　パートタイマー

等退職金共済におきましては、前年度に

比べますと加入者が６人、２．５％の増

になりまして、掛金は定額の２，０００

円となっておりますので、少しばかりの

増収になっております。

　また、平成２０年のリーマンショック

に当時は経済不況状態が続き、そして一

たん落ちつきをみせて、加入啓発のほう

も順調にいく状況でしたけれども、また

震災の関係、ヨーロッパの信用不安から、

非常に中小企業の経営が厳しい状況とな

り、なかなか加入数の伸びがないんです

けれども、零細企業に勤めているパート

タイマーの方を弱者の救済支援という形

で、今後とも継続して加入啓発に頑張っ

てまいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　昨今の労働状況をみま

すと、いいことではないんですけれども、

パートの比重が非常に大きくなってきて

いるという状態ですから、事業者の方々

にも更に雇用の安定とパート労働者の条

件をよくしていくという観点で、この制

度を役立ててほしいということを更にア

ピールしていただけるように要望したい

と思います。

○森内一蔵委員長　ほかに質疑のある方。

　南野委員。

○南野直司委員　パートタイマー等退職

金共済制度について、お聞かせいただき

たいと思います。

　この制度に関しましては、その事業所

等々で継続して就労する者であれば、一

般従業員の方と、それからあわせてパー

トタイマーを問わず加入できるというこ

とで、この事務報告書を見ておりまして

も、平成２２年１１月１日現在で４４事

業所の２５２名が入っておられるという

ことですが、例えば２５２名の中でパー

トタイマーの方、プラスそういった一般

従業員の方がいらっしゃるのかどうか、

この際お聞かせいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　鈴木参事

○鈴木生活環境部参事　パートタイマー

制度の概要としましては、昭和６０年５

月からスタートしまして、その当時は１

２６名の加入をいただきまして、事業を

運営しておりました。ピーク時は平成９

年１１月に６３０名の会員を抱えまして、

現在は２４２名の状況となっております。

　この共済制度は、雇用環境の厳しい方

等につきまして、月２，０００円を事業

所にご負担していただいて、パートタイ

マー等の方が退職されるときに、その給

付金としまして、１０年以上の長期にな

りますと加給金を上乗せしまして、退職

金としてご利用いただく制度となってお

ります。退職時に給付制度がないパート

タイマー等の方の支援を２７年間、この

平成２３年度決算では２６年間になりま

すけれども、支援をしてまいりました。

　その支援した内容としましては、この
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制度がスタートしまして平成２３年３月

に至るまで、パートの方と一部従業員が

おられますけど、その方に２億７，８０

０万円の給付をさせていただきました。

平均しますと、１，０７０万円ほどの単

年度給付という形になっております。

　こういう形で、摂津市内で働いておら

れる方の支援という形で日々努めまして、

また会員増につきましては、今、企業立

地の関係から、私どもの職員のほうが市

内に出向くようになりましたので、事業

所訪問時にはこういう制度がありますよ

という形で、中小零細の方にも、再度ご

案内して、加入の啓発を図っている状況

でございます。

　それと、パートタイマーと一般従業員

の割合ということですけれども、２４２

名中一般従業員として雇用されている方

は１２９名おられます。

○森内一蔵委員長　南野委員。

○南野直司委員　ご丁寧に答弁をいただ

きまして、わかりました。

　啓発周知に努めていただいております

けれども、私もこの制度は良い制度と思

います。市内の事業所がすべてしていた

だけるように、引き続き周知徹底をよろ

しくお願いします。

○森内一蔵委員長　ほかにないですか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時　７分　休憩）

（午前１０時１０分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　認定第３号及び第４号の審査を行いま

す。

　本２件のうち、認定第４号については

補足説明を省略し、認定第３号について

補足説明を求めます。

　福永保健福祉部長。

○福永保健福祉部長　認定第３号、平成

２２年度摂津市国民健康保険特別会計決

算認定の件につきまして、補足説明をさ

せていただきます。

　平成２２年度は、老人保健医療制度が

平成２０年４月から新たに発足した後期

高齢者医療制度に移行したことや、前期

高齢者について、保険者間の前期高齢者

の偏在による負担の不均衡を調整するた

めの制度が設けられたことにより、予算

の枠組みが大きく変動し、それに伴って

精算額が多額になっております。

　また、医療費が増加する一方で、平成

２０年秋のリーマンショックに端を発す

る経済不況による国保世帯の所得低下に

より、保険料収入は減少を続けており、

国民健康保険特別会計の財政状況は、年々

厳しくなっております。

　国保加入者総数は２万６，５０４人で、

前年度に比べ、年間平均で０．２％、６

０人減となりました。

　加入者の内訳を見てみますと、一般被

保険者については、２万４，９５１人で、

前年度に比べ０．７％、１７５人減。退

職被保険者につきましては、１，５５３

人で８．０％、１１５人増となっており

ます。

　それでは、まず歳入でございますが、

決算書１８ページ、款１、国民健康保険

料、項１、国民健康保険料、目１、一般

被保険者国民健康保険料は、前年度に比

べ４．６％、９，４０６万７，２０１円

の減となっております。

　一般被保険者にかかる１人当たり現年

度保険料調定額は、医療分が６万５，９

００円で、前年度に比べ６．６％、４，

６３９円の減。また、後期高齢者支援金

分が、１万５，５１５円で、前年度に比

べ６．３％、１，０４６円の減。介護納

付金分が１万９，８１９円で、前年度に

比べ６．５％、１，３７９円の減となっ
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ており、一般被保険者全体では、８万７，

６５８円となり、前年度に比べ、６．６

％、６，１４８円の減となっております。

　収納率は一般被保険者分全体で、現年

度分が８５．５％、滞納繰越分が９．２

％となり、それぞれ前年度と比べ１．７

％、０．７％の増となりました。

　この結果、収納率は前年度に比べて増

加したものの、一般被保険者保険料は減

となったものでございます。

　目２、退職被保険者等国民健康保険料

は、前年度に比べ１．３％、２４３万６，

９７９円の増となっております。収納率

は現年度分が９６．５％、滞納繰越分が

１７．７％で、それぞれ前年度と比べ０．

８％、７．４％の増となりました。

　なお、不納欠損処分につきましては、

平成１９年度、平成２０年度賦課分の消

滅時効等によるもので、延べ６，５９３

件でございます。

　款２、使用料及び手数料、項１、手数

料、目１、督促手数料は、前年度に比べ

５．０％の減でございます。

　款３、国庫支出金、項１、国庫負担金、

目１、療養給付費等負担金は、前年度に

比べ９．１％、１億７，７２７万５，１

８４円の減となっております。これは、

医療費は増加しているものの、療養給付

費負担金の算定に当たって、医療費から

差し引くこととなっている前期高齢者交

付金が大幅に増加したことなどにより、

減となったものでございます。

　目２、高額医療費共同事業負担金は、

前年度に比べ２．６％、１１６万６１６

円の減で、高額医療費共同事業拠出額の

４分の１の交付を受けております。

　目３、特定健康診査等負担金は、前年

度に比べ２３．１％、１８１万４，００

０円の減で、特定健康診査及び特定保健

指導に要する費用について、基準額の３

分の１の交付を受けております。

　２０ページ、項２、国庫補助金、目１、

財政調整交付金は、前年度に比べ１１．

８％、５，４７２万９，０００円の増と

なっております。これは特別調整交付金

のうち、その他特別事情分４，５００万

円が交付されたことなどによるものでご

ざいます。

　目２、介護従事者処遇改善臨時特例交

付金は、介護報酬改定による介護従事者

の処遇改善に伴い、介護保険料が上昇す

ることを抑制するために、平成２１年度

と平成２２年度に限って交付される交付

金で、過去３年平均の介護納付金実績に

応じて交付されるものでございます。

　目３、出産育児一時金補助金は、平成

２１年１０月から平成２３年３月までの

間、出産育児一時金の額を、従来の３８

万円から４万円引き上げることとなり、

引き上げ額４万円のうち２分の１が国庫

補助されることになったことによるもの

でございます。

　目４、高齢者医療制度円滑運営事業費

補助金は、高齢受給者証の郵送費用等に

かかる補助金でございます。

　款４、療養給付費交付金、項１、療養

給付費交付金、目１、療養給付費交付金

は、前年度に比べ５２．１％、３億７，

５０８万９，１３３円の減となっており

ます。これは、主に過年度精算及び翌年

度精算の影響によるものでございます。

　款５、前期高齢者交付金、項１、前期

高齢者交付金、目１、前期高齢者交付金

は、保険者ごとの前期高齢者の偏在によ

る負担の均衡を調整するため設けられた

もので、前期高齢者にかかる給付費等の

見込み額に応じて交付されるもので、前

年度に比べ４４．４％、７億６３７万６，

２３７円の増となっております。これは、

前期高齢者の医療費増加に伴う概算交付
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額の増加に加え、平成２２年度に初めて

過年度精算金の交付があったことによる

ものでございます。

　款６、府支出金、項１、府負担金、目

１、高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ２．６％、１１６万６１６円の

減で、高額医療費共同事業拠出額の４分

の１の交付を受けております。

　目２、特定健康診査等負担金は、前年

度に比べ２３．１％、１８１万４，００

０円の減で、特定健康診査及び特定保健

指導に要する費用について、基準額の３

分の１の交付を受けております。

　項２、府補助金、目１、事業助成補助

金は、前年度に比べ４．０％、４１万５

４４円の増となっており、精神結核医療

給付にかかる補助金でございます。

　目２、老人医療波及分補助金及び２２

ページ、目３、障害者医療波及分補助金

は、収入がございません。

　目４、財政調整交付金は、前年度に比

べ６．１％、２，３７５万９，０００円

の減となっております。これは、主に普

通調整交付金のうち医療分の減によるも

のでございます。

　款７、共同事業交付金、項１、共同事

業交付金、目１、高額医療費共同事業交

付金は、前年度に比べ６．６％、１，４

９３万５，８８０円の減となっておりま

す。これは、１件８０万円以上の高額医

療費１，０３８件を対象に交付を受けた

ものでございます。

　目２、保険財政共同安定化事業交付金

は、医療費３０万円以上にかかる府下市

町村国保による共同事業で、前年に比べ

１６．３％、１億５，６９４万９，４８

７円の減となっております。これは、１

件３０万円以上の医療費４，４３６件を

対象に交付されたものでございます。

　款８、繰入金、項１、一般会計繰入金、

目１、一般会計繰入金は、前年度に比べ

９．４％、４，６８０万６，６６８円の

増となっております。これは制度改正に

より国保財政安定化支援事業繰入金が前

年度に比べ２２５．５％、６，１４７万

１，５２０円の増となったことが主な理

由でございます。

　目２、保険基盤安定繰入金は、前年度

に比べ８．４％、２，９１５万５７６円

の増となっております。

　款９、諸収入、項１、雑入、目１、一

般被保険者第三者納付金及び目２、退職

被保険者等第三者納付金は、交通事故等

による第三者納付金でございます。

　目３、一般被保険者返納金及び目４、

退職被保険者等返納金は、社会保険加入

等による国保資格喪失後の受診に係る返

納金でございます。

　目５、雑入は、前期高齢者の一部負担

金が２割から１割に軽減されたことに伴

う指定公費分や、国民健康保険連合会業

務勘定返還金などが収入されております。

　続きまして、歳出でございますが、２

６ページ、款１、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費は、前年度に比

べ３．９％、３４６万７２７円の増となっ

ております。

　目２、連合会負担金は、前年度に比べ

１４３．８％、２９４万３，６３２円の

増となっております。これは、レセプト

の電子化に伴い、国保連合会のシステム

最適化のための経費が発生したことによ

るもので、全額が国の特別調整交付金と

して交付されております。

　目３、市町村部会負担金は、近畿都市

国民健康保険者協議会の負担金でござい

ます。

　項２、徴収費、目１、賦課徴収費は、

前年度に比べ２９．２％、３４８万３，

９６７円の増となっております。
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　２８ページ、項３、運営協議会費、目

１、運営協議会費は、国民健康保険運営

協議会の運営経費でございます。

　款２、保険給付費、項１、療養諸費、

目１、一般被保険者療養給付費は、前年

度に比べ４．４％、２億２，８５７万４，

４２３円の増となっております。１人当

たりの保険者負担額は２１万５，６７４

円で、前年度に比べ５．２％増となって

おります。

　目２、退職被保険者等療養給付費は、

前年度に比べ３．６％、１，３２０万８，

４７５円の増となっております。

　目３、一般被保険者療養費は、前年度

に比べ２．２％、３７６万１，１３３円

の増となっております。１人当たりの保

険者負担額は７，０５４円で、前年度に

比べ２．９％の増となっております。

　目４、退職被保険者等療養費は、前年

度に比べ３４．５％、２４２万７，６１

８円の増となっております。

　目５、審査支払手数料は、前年度に比

べ０．３％、５万４，５６８円の増となっ

ております。

　項２、高額療養費、目１、一般被保険

者高額療養費は、前年度に比べ６．５％、

３，７７８万４，６５４円の増となって

おります。１件当たりの支給額は５万５，

５７９円で、支給件数は１万１，１２２

件と前年度に比べ１８．０％の増となっ

ております。

　目２、退職被保険者等高額療養費は、

前年度に比べ６．９％、３５１万４，８

２３円の増となっております。

　目３、一般被保険者高額介護合算療養

費は、皆増で１件当たりの支給額は２万

５，０４８円、支給件数は１１件となっ

ております。

　目４、退職被保険者等高額介護合算療

養費、３０ページ、項３、移送費、目１、

一般被保険者移送費及び目２、退職被保

険者等移送費は、執行いたしておりませ

ん。

　項４、出産育児諸費、目１、出産育児

一時金は、支給件数１７１件で、前年度

に比べて３５．２％、１，８７２万９円

の増となっております。これは、支給単

価及び支給件数の増によるものでござい

ます。

　目２、支払手数料は、出産育児一時金

の直接払いにかかる手数料でございます。

　項５、葬祭諸費、目１、葬祭費は、支

給件数１２７件となっております。

　項６、精神、結核医療給付費、目１、

精神、結核医療給付金は、前年度に比べ

６．９％、６５万４，４３１円の増となっ

ております。１件当たりの支給額は１，

４２９円で、支給件数は７，１１２件で

ございます。

　款３、後期高齢者支援金等、項１、後

期高齢者支援金等、目１、後期高齢者支

援金は、前年度に比べ５．８％、６，７

７６万５，６２９円の減となっておりま

す。これは、後期高齢者医療制度への拠

出金で、被保険者数に応じて社会保険診

療報酬支払基金に拠出するものでござい

ます。

　目２、後期高齢者関係事務費拠出金は、

後期高齢者医療制度にかかる事務費でご

ざいます。

　款４、前期高齢者納付金等、項１、前

期高齢者納付金等、目１、前期高齢者納

付金は、前年度に比べ４４．５％、１４

１万４，３９７円の減となっております。

これは、保険者ごとの前期高齢者の偏在

による負担の不均衡を調整するため、被

保険者数に応じて社会保険診療報酬支払

基金に拠出するものでございます。

　目２、前期高齢者関係事務費拠出金は、

前期高齢者医療制度に係る事務費でござ
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います。

　３２ページ、款５、老人保健拠出金、

項１、老人保健拠出金、目１、老人保健

医療費拠出金は、皆増で老人保健制度廃

止前の平成２０年３月分医療費の精算金

でございます。

　目２、老人保健事務費拠出金は、老人

保健に係る事務費でございます。

　款６、介護納付金、項１、介護納付金、

目１、介護納付金は、前年度に比べ６．

１％、２，５１０万７，６７５円の増と

なっております。

　第２号被保険者１人当たり５万２，１

０７円の拠出額で、前年度と比較して１

人当たり１，８６１円、３．７％の増と

なっております。

　款７、共同事業拠出金、項１、共同事

業拠出金、目１、高額医療費共同事業医

療費拠出金は、８０万円以上の高額な医

療費の再保険事業として拠出したもので、

前年度に比べ２．６％、４６４万４５９

円の減となっております。

　目２、保険財政共同安定化事業拠出金

は、３０万円以上の医療費の再保険事業

として拠出したもので、前年度に比べ１

１．６％、９，８９４万８，７２８円の

減となっております。

　目３、高額医療費共同事業事務費拠出

金及び目４、保険財政共同安定化事業事

務費拠出金は執行いたしておりません。

　目５、その他共同事業事務費拠出金は、

退職医療制度への切りかえ勧奨に係る事

務費でございます。

　款８、保健施設費、項１、保健施設費、

目１、特定健康診査等事業費は、特定健

康診査等の実施にかかる経費で、前年度

に比べ４５．４％、１，２１７万１，５

２１円の増となっております。

　３４ページ、目２、保健衛生普及費は

前年度に比べ４０．２％、３９０万２，

７２６円の増となっております。これは、

新たに後発医薬品普及促進委託料を計上

したことなどによるものでございます。

　款９、諸支出金、項１、償還金及び還

付加算金、目１、一般被保険者保険料還

付金は、１６９世帯分、目２、退職被保

険者等保険料還付金は５世帯分の過年度

分保険料を還付いたしております。

　目３、償還金は、平成２１年度事業の

確定に伴う療養給付費交付金精算返還金

などでございます。

　款１０、予備費につきましては、執行

いたしておりません。

　款１１、繰上充用金、項１、繰上充用

金、目１、繰上充用金は、平成２１年度

の不足額を補てんしたものでございます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○森内一蔵委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　まず、１２ページの保

険料の収入なんですけれども、収入済額

の２１億円、平成２１年の２２億円より

もいろいろご苦労あるんでしょうけれど

も減額と。収入未済額は１１億円でずっ

と推移をしているわけですけれども、こ

のことからも保険料は高どまりだと我々

いつも言わせてもらっているんですが、

払えない金額になっているんではないか

と。平成２２年から収納の改善の取り組

みについてもいろいろ行っていただいて

いるということなんですけれども、収納

率の向上が難しい現実と、それから制度

そのものが限界にきているということを

考えて、あと補足説明でもありましたけ

れども、加入者の所得が減り続けている

という中で、負担感の大きい低所得世帯

への減免制度の拡充が求められていると

考えるんですけれどもいかがでしょうか。
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　それと、２０ページの高齢者医療制度

円滑導入事業補助金です。郵送料という

ことなんですけれども、それだけだった

のか。この円滑事業について説明をいた

だければと思います。

　２８ページの高額介護との合算還付な

んですけれども、介護保険のほうでは高

額合算で７４９万円ということになって

いまして、この制度の仕組みをわかりや

すく説明していただければとお願いした

いと思います。医療現場での介護という

ことなんですけれども、この医療現場で

の介護がやりにくいとか、そういうこと

になっていないかということもお聞かせ

いただければなと思います。

　それから、３４ページのジェネリック

の普及促進の委託料が、これだけのお金

をかけてどういったことを行ったのか、

その内訳とかも教えていただきたいと思

います。また、これを年度初めからやっ

たということではないんでしょうけれど

も、効果があらわれたというふうにみて

いるかどうか、そのジェネリックの切り

かえについての状況をお聞かせいただき

たいと思います。

　いつも聞かせてもらっているんですけ

れども、資格証の発行状況、事務手続的

に今どうなっているかというのを聞かせ

ていただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　減免制度の拡充に

つきましては、以前から、私が着任しま

してからも被保険者の方のご意見と生活

状況をよく把握してやるようにというこ

とで努めてまいっております。減免の推

移でございますが、減免世帯の数もかな

りふえておりまして、１０年前の平成１

３年度であれば減免の申請が２００件前

後でございました。今、減免の申請５８

７件ありまして、事前にある程度お話し

も聞いておりますので、非該当ゼロとい

うことで、５８７件の方全員を減免させ

ていただいています。金額的には、２１

年度が３，５３７万円でございまして、

ことしは２，８６１万円でございますの

で、若干減っておるんですけれども、こ

れは特定離職者という新しい制度ができ

まして、そちらの軽減状況が３，６００

万円ほどでございますので、これを合わ

せますと、特定離職者制度ができまして

平成２１年度と比べますと倍近い減免、

軽減状況になっているのではないかと考

えております。

　先ほど、補足説明のほうで説明をさせ

ていただきました所得の減少の部分に関

しましては、こういった新しい制度がで

きておりますことや、減免の拡充、ある

いは一般会計繰入金の国保財政安定化支

援事業繰入金というものが２２５．５％、

６，１４７万円の増となっております。

これは、従来、私どもの市では国保の基

盤安定の対象となる７・５・２割の軽減

世帯の数が少なくて、対象になっていな

かったんですけれども、交付税制度の拡

充に伴いまして、従来、軽減世帯の割合

が４５％以上なければ繰り出しの対象外

とされていたものが、４０％以上に拡充

されました。その関係で、前年度に比べ

まして約５，４００万円の増となってお

ります。そういったことで、保険料の減

収については、ある程度賄えたのではな

いかと考えているところでございます。

　次に、高齢者医療制度円滑導入事業費

補助金でございますけれども、平成２０

年度に実施されました高齢者医療改革で、

７０歳から７４歳までの高齢者医療の一

部負担金は法律上２割に改正されており

ますが、激変緩和としまして、政令で毎

年度ごとに１割に凍結されております。

そのために、年度末に予算が通ればそれ
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をまた、高齢者受給者証というのは８月

１日から７月末までとなっておりますの

で、あと４、５、６、７月の４か月分を

また再度発行するということになってお

りまして、そのための経費としていただ

いておるものでございます。

　平成２２年度の経費につきましては、

郵送代が１７万３００円、封筒代が２万

７，２４８円、印刷製本費が２万２，１

３９円の合計２１万９，６８７円を交付

金としていただいているところでござい

ます。

　それから、高額介護合算療養費でござ

いますが、これも平成２０年度から設け

られた制度でございまして、世帯内の同

一の医療保険の加入者につきまして、１

年間、８月から翌年の７月までの間に医

療保険と介護保険の両方に自己負担があ

り、その自己負担額の合計額が高額医療、

高額介護合算療養費制度の自己負担限度

額を超えた場合に、申請によってその超

えた額が支給されるという制度でござい

ます。

　平成２２年度の実績は、２１年度の勧

奨として送付させていただいた分につい

て、支払われております。これは、前回

の決算の委員会でも説明をさせていただ

いたんですけれども、１２月には勧奨通

知が、国の制度の改正では１２月ごろに

ということだったんですが、結果的には

国保連からの連絡をいただく日程の関係

で１月になっておりまして、それが、そ

の当該年度の支払いに間に合う期日が２

月初旬、ことしでしたら２月８日頃にな

りますので、結果的には間に合わずに、

ほとんど年度内で執行されることはなく、

翌年度に支払われております。

　介護保険のほうの７４９万円に比べて、

こちらの額が非常に少ないということで

ございますが、これも前回ご説明させて

いただきましたように、後期高齢者医療

の分でほとんどが支払われておる関係で、

国保のほうは７４歳までの被保険者の方

でございますので、７５歳以上の方の分

がほとんどを占めているということで、

ご理解いただきたいと思います。

　医療現場でやりにくいことということ

は、実際、私どもは聞いておりませんの

で、結局、幾らかかったかという合算の

仕組みが非常に難しくて、煩雑でござい

ます。しかも、介護と国保の両方で後期

の方は後期ですね、両方でそれぞれ証明

額をもらってそれで合算をします。先ほ

ど申し上げました平成２１年度の分を２

２年度に支払いをさせていただいたわけ

なんですけれども、その中でも数件申請

がなく、２３年度に勧奨させていただい

て、最終的には全件支給させていただく

ことができたんですけれども、勧奨通知

を送りましても、なかなかご理解をいた

だけないというような状況でした。医療

現場というよりも、被保険者の方あるい

は私ども事務をしている者にも非常にわ

かりにくい。また、来年度の改正として

高額医療費の改正を、今、国のほうで検

討をされておるようですけれども、いろ

んな制度が小出しに出てくるんですけれ

ども、被保険者の方からみれば、抜本的

な改正ではないということで、保険者は

コンピュータを使ってやっておるんです

けれども、これを被保険者の方にご理解

いただけるように説明をさせていただく

のが、非常に難しい現状であると思って

おります。

　国保の冊子も入れておりますけれども、

高額医療について何ページを費やしてい

るかというと、高額医療の説明を、こん

な小さな冊子でも８ページさせていただ

いています。それでもまだこれに加えて

くるというような状況で、被保険者の方、
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あるいは保険者のことをもっと考えた制

度が望まれると考えております。

　それから、平成２２年度の後発医薬品

の普及促進委託料の内容でございますが、

平成２２年度は医療費の適正化のために

新たに後発医薬品、いわゆるジェネリッ

ク医薬品の普及促進に取り組んだところ

でございます。

　まず、平成２２年６月の決定通知書を

お送りさせていただくときに、ジェネリッ

ク医薬品希望カードというものを同封い

たしまして、全被保険者に周知を図ると

ともに、平成２２年８月と１２月にジェ

ネリック医薬品の利用で医療費が一定金

額以上節減できる方に対しまして、その

差額を通知し、普及の促進を図りました。

　後発医薬品普及促進委託料は、ジェネ

リック医薬品の利用で医療費が一定額以

上節減できる方を抽出いたしまして、通

知書を作成する業務の委託料でございま

す。北摂では本市が初めて取り組みをい

たしまして、結果といたしましては、約

２，４００通をお送りさせていただきま

して、年間推定ベースで約８６０万円の

医療費の抑制の効果がございました。差

額通知につきましては、保険給付費を抑

制するだけではなく、被保険者の負担の

軽減も図ることができるということで、

被保険者の方からも好評をいただいてお

ります。全額調整交付金で財源も措置さ

れるということで、今後も継続をしてま

いりたいと考えております。

　資格証についてでございますが、平成

２２年度末で４２件となっております。

内容につきましては、制度も随分改善さ

れてきておりまして、子どもにつきまし

ては、２１年４月から中学生以下には交

付しないことになっておったんですが、

２２年７月からは高校生までの方にも交

付しないことになっております。本市で

は接触を図ることで、２１年１０月から

高校生のいらっしゃる世帯については資

格証の発送はいたしておりません。資格

証につきましては、今申し上げたような

状況でございます。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　保険料については、今、

丁寧にご説明いただきまして、低所得者

がふえる中で、減免の制度もそれこそ件

数的にも金額的にも離職者制度も含めれ

ば７，０００万を超えるというか、大き

な金額になってきていますし、基盤安定

の繰り入れもあるということで、国保会

計にとってみれば収入があるということ

にはなるんでしょうけれども、保険料の

立場からみれば、なかなか安くならない。

だから、収納で言うとなかなか保険料そ

のものの収納というのは難しいという状

態になってきているということを考えれ

ば、もっと保険料そのもののあり方、国

がしっかりと面倒をみれるような低所得

の方からとるというようなことがないよ

うに要望していただきたいと思います。

　確かに保険料の通知ですとか、さっき

の円滑導入の補助金が出るということで

その２割から１割にとか、高額介護の分

でもそういった通知があって、分厚くて

非常にわかりにくいようなことになって

いるということで、いろんな通知が皆さ

んのところには行くわけですけれども、

本当にすっきりしたというか、しかも申

請主義ですから、申請がなければ受けら

れないという制度をもっとわかりやすく、

被保険者の方々が安心して医療にかかれ

るような制度に工夫をしていっていただ

きたいと思います。

　ジェネリックのほうも８６０万円の効

果と言われていました。こういった制度

もしっかりと健康診断とともに頑張って

いただきたいと思います。
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　資格証のほうも、相談などコンタクト

のとれた方々には短期証などへの切りか

えということになるんだと思うんですけ

れども、資格証そのものもが本当に全額

窓口で払わないかんという制度ですから、

医療保険からの排除につながるおそれが

あると我々は思っていますので、とめる

努力を更にお願いをしたいと思います。

○森内一蔵委員長　全部要望でした。ほ

かに質問のある方。

　弘委員。

○弘豊委員　できるだけ重ならないよう

に質問を幾つかさせていただきます。

　まず最初に、平成２１年度の決算の際

には３億９，３１２万円の単年度の黒字

というようなことで、２２年度の決算、

今回につきましては、８，２３７万円の

赤字というようなことで、さまざまなこ

の間の制度の変更というようなことがあ

るわけですけれども、そうしたなかなか

見通しが立ちにくい中で、またさまざま

本当に複雑な実務を行われている中で、

ご苦労されているということには敬意も

表しています。また、平成２２年度も引

き続き保険料の引き上げなしというよう

なことで、この国保会計をやっていると、

このことについても評価もしているとこ

ろです。

　ただ、先ほど山崎委員からも言われま

したように、なかなか高い保険料が払え

ない、そういう実態でして、こういった

ものを明らかにしていく意味でも幾つか

聞いていきたいと思っています。

　まず、歳入の面で、今回、赤字が出た

ものの国保財政の健全化を図っていく上

で資格の適正化、医療の適正化、収納率

の向上といったことで頑張っておられる

という中身がある意味あらわれているの

かなというふうに思うんですけれども、

歳入の２０ページの特別調整交付金の増

についてお聞かせいただきたいのと、そ

れから、２２ページの繰入金で、保険料

軽減のための繰入金の中身について、詳

しくお聞かせいただきたいというふうに

思います。

　それから、先ほどちょっとありました

けれども、倒産、解雇などによる離職、

雇いどめなどによる方へのこの軽減措置

については、平成２２年度始まったとい

うことで、３，６００万円というふうな

数字をおっしゃいました。これがどこの

中身に含まれているのかというようなこ

と、それから、件数として何件ほどこれ

があったのかというふうな世帯数といい

ますか件数をお聞かせいただきたいとい

うふうに思います。

　次に、決算概要のほうで、特定健診委

託料が２１６ページに上がっています。

以前からこの特定健診については、受診

率の向上というふうなことで、取り組み

も行われているというふうに思っている

んですけれども、平成２２年度取り組ま

れたその中身について、再度お聞かせい

ただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　特別調整交付金の

増についてご説明をさせていただきます。

　特別調整交付金につきましては、国か

ら特別な事情分としていろいろな調整の

ための交付金をいただいております。平

成２２年度の交付金につきましては、特

定離職者の軽減制度の軽減分については、

先ほどのご質問にありました基盤安定の

繰入金の中で措置をされているところで

すが、減免分につきましては、特別調整

交付金でいただいております。これが６

５６万７，０００円となっております。

　それから、後発医薬品の普及促進につ

きましては、２０７万８，０００円をい

ただいております。これは、後発医薬品

－11－



の促進の委託料と、ジェネリックカード

の印刷費でございます。

　それから、システム改修でございます

が、非自発的な失業者に関するシステム

改修等で１５６万２，０００円をいただ

いております。

　保険事業で３５８万３，０００円、こ

れは受診勧奨事業です。そのほかに国保

連のところで説明させていただきました

システム最適化につきましては、市のシ

ステム最適化に伴うシステムの改修と、

それから国民健康保険団体連合会のシス

テム最適化に伴う負担金、両方合わせて

５１０万８，０００円をいただいており

ます。

　その他、被扶養者減免ですとか、臓器

提供とかいただいておりまして、もっと

も大きなものがその他特別の事情分とし

て４，５００万円をいただいておるとこ

ろでございます。

　その他特別の事情分といいますのは、

平成２２年度において国保の取り組みが、

大阪府内で上位の取り組みをされている

ところに関して、大阪府から推薦をいた

だいた市町村がいただけるというもので、

この間、平成２１年度から資格の適正化

とか医療費の適正化、あるいは収納率の

向上とかでいろいろな努力をしておりま

すが、そういったものが２２年度につい

ては認めていただいたと考えております。

　その他特別の事情分につきまして、平

成１９年度にもいただいておりますが、

３年ぶりにいただいたということで、今

後もできればそういったものがいただけ

るように、努力は続けていきたいと考え

ているところでございます。

　特定離職者の軽減制度でございますが、

平成２２年度からできておりまして、申

請数が４４２件で全部が軽減を適用され

ておりまして、金額は３，６３４万３，

６５９円となっております。軽減された

内容につきましては、基盤安定繰入金の

ほうで補てんがされているところでござ

いますが、この分の４分の１は一般財源

ということで財政からは一般財源がかかっ

ていると言われているところでございま

す。

　特定離職者と申しますのは、本人の責

任によらない退職で、本人が使い込みを

したから解雇されたという方には適用が

ないですけれども、会社が整理されたの

で解雇されたとか、例えば、派遣の方で

期間が満了したという方にも適用ができ

るということで、従来であれば、退職者

の方は任意継続をしたほうが得ですよと

いうことでご案内しておったんですけれ

ども、この制度ができましてからは、給

与収入が７割軽減されますので、保険料

がかなり安くなるということで、どちら

が得か考えていただいた上で、任意継続

をとるか、あるいは国保に入られてこう

いう軽減を受けられるかということで、

十分相談をさせていただいているところ

でございます。

　それから、特定健診の委託料の中身で

ございますが、特定健診の受診率でござ

いますが、受診率そのものが大きくふえ

ていないにもかかわらず、特定健診の事

業費が大幅に変わっております。この理

由といたしましては、平成２０年度に制

度が導入されたときに、年度内に特定保

健指導までいかなければならないという

ことで、導入の年度、平成２０年度は１

２月で切らせていただいておりました。

ですから、精算がほとんどなかったんで

す。ですから、委託料の支払いが４，２

３４人の方で、約２，９００万円ぐらい

の支払いであったんですが、平成２１年

度から１２月までに終わらなくてもいい

というようなことが出てきましたので、
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私どもも受診率を上げていただくという

ことで、２月まで延ばさせていただきま

した。

　２月まで延ばさせていただくと、実は

摂津市の被保険者の方の誕生日というの

が非常に偏っておりまして、１、２、３

月生まれの方が非常に多いということで、

その１、２、３月に生まれた方が全部１、

２月に受けられるみたいなことがありま

して、そうしますと、この中で１，２０

４人の方の支払いが翌年度に繰り越され

てしまいまして、平成２１年度は受診率

が前年度の２６．４から２８．１に上がっ

たんですが、支払いのほうが２，４８３

万まで下がっております。その方が平成

２２年度にお支払いをさせていただくと

いうようなことがありまして、受診率の

ほうは２８．５と０．４しか上がってい

ないんですが、委託料、事業費のほうが

かなり大幅に上がるということになって

おります。

　この間、特定健診の受診勧奨の状況で

ございますが、平成２２年度は特定健診

受診勧奨委託をさせていただいておりま

す。事業内容といたしましては、４０歳

から５０歳代の未受診者の方を抽出いた

しまして３，７７７名ですが、アンケー

ト調査を行いました。分析を行った上で

受診勧奨事業を行っております。業者決

定につきましては、プロポーザル方式で

行いました。平成２１年度は職員で市民

健診を受けておられた方で特定健診を受

けられなかった方のアンケート調査をさ

せていただきました。２００人ぐらいの

方を抽出してさせていただいたんですが、

市民健診を受けられていた方はほとんど

特定健診も受けるよということで、余り

効果がなかったと考えております。

　そこで、これまで全く健診を受けてい

ない方を呼び込む必要がある判断をいた

しまして、今回、プロポーザル方式の委

託事業とさせていただきました。

　この結果、アンケートの回答者、約８

００人中１７３名の方が受診され、また

最終的に電話勧奨によりまして８７名の

方が受診の意思を示された結果、特定健

診受診率はわずか０．４ですが上昇をい

たしております。

　このアンケートの結果は集約いたしま

して、平成２３年度の事業に、保険者と

してできることはほとんど反映をさせて

いただきました。

　具体的には、受診券の４月当初の一括

発送、それからがん検診クーポンとの一

体化による付加価値の増加、それから年

度途中におけるはがきによる未受診者へ

の勧奨。それから、啓発のための市内医

療機関へのポスターの配布と、夜間、土

曜日に受診できることなどの周知でござ

います。

　更に平成２２年度にアンケートをいた

だいた方で、受診されなかった方につき

ましては、引き続き国の調整補助金が見

込まれることから、受診勧奨を継続する

ために、平成２３年度補正予算で継続事

業を計上させていただいたところでござ

います。

　国民健康保険特別会計繰入金の９億２，

４２２万３，８０５円の内容についてで

ございます。この繰入金につきましては、

保険基盤安定繰入金と一般会計繰入金の

２種類を繰り入れしていただいておりま

す。

　保険基盤安定繰入金につきましては、

先ほど来申し上げておりますように、低

所得者の保険料の軽減措置として行われ

ておる、７・５・２割の保険料軽減に伴

う保険料減収分につきまして、府４分の

３、市４分の１をそれぞれ負担し、国保

特会に繰り入れをしていただいているも

－13－



のでございます。平成１５年度から暫定

措置として実施されている上乗せ措置で

ある保険者支援分というのがございまし

て、それを加えて３億７，６９０万８，

３８２円が繰り入れされております。

　また、一般会計繰入金につきましては、

５億４，７３１万５，４２３円が繰り入

れされておりまして、このうち法定分と

しましては、職員給与費等繰入金が１億

９５３万８，７０５円、出産育児一時金

繰入金が４，５６１万５，５４４円、先

ほどご説明をいたしました国保財政安定

化支援事業繰入金が８，８７３万２，６

９３円でございます。その他法定外分と

いたしまして、３億３４２万８，４８１

円が繰り入れされております。法定外の

分の内容は、保険料軽減分等となってお

りまして、従来からの保険料軽減分が２

億７，２８８万５，０００円で、平成２

２年度はこれに加えまして特定健診の事

業費分、これは特定健診を無料で受けて

いただくための経費でございますが、３，

０５４万３，４８１円となっております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　大変この間の国保財政の運

営の中でご努力もされているというよう

なことも、今の答弁の中から酌み取れる

んですけれども、本当に複雑な制度の中

身ですね。そうした下で、どう赤字を減

らして、それでまたその負担を加入者に

かけないというようなことも考えて取り

組まれてきたんだなというふうに思って

おります。

　そうした中で、先ほどもご説明いただ

きました繰入金で保険料を軽減、すごく

努力もされて取り組まれています。この

国保の冊子を見ましたら、今回、７，９

０６世帯が２割、５割、７割のいずれか

の軽減措置を受けているというふうなこ

とで、これは全加入世帯の１万４，６３

２と比べても、実に５４％の方が軽減を

受けられるというようなことになってい

ます。５割以上というようなことになっ

ているのは、近年ないというか、これま

でもないんじゃないかなというふうに思

うんですけれども、そういう状況です。

　また、そうした下でもありますけれど

も、滞納世帯の状況ですね。この冊子に

はその金額しか出ていませんけれども、

滞納世帯がどれぐらいあるのかというふ

うなことで見たときには、４，８３０世

帯ということになるかと思うんです。こ

れは実に全加入世帯の３３％ということ

で、３割の方が何らかの事情で払えない

というふうなことにもなっているのかな

というふうに思います。この中には、保

険料を軽減してても、それでも払えてい

ないというふうな人もいるんじゃないか

なというふうに思うんです。そもそも、

保険料が高いというようなことで、軽減

なしでみましたら、所得３００万円の４

人世帯で試算したときには、年間４５万

の保険料です。これは所得から比べると

１５％がもう保険料でなくなってしまう

と。所得２００万円の高齢者夫婦などの

世帯でみたときには２３万円の年間保険

料になるということで、これはもう所得

と比べたら１１％が保険料ということで

すから、本当にそもそもの制度のところ

が、そんな中で摂津市としてこの保険料

を決めているわけですけれども、これ以

上の値上げは本当にできないというふう

なことも改めて感じました。

　できる限りの市の努力で、これ以上の

保険料を上げない、また赤字をふやさな

いというふうなことを図ろうと思えば、

先ほど来おっしゃられている資格の適正

化、医療の適正化、収入の向上、こうい

うことになっていくんだというふうに思

うわけですけれども、そういう努力もし

－14－



た上で、大阪府内では上位の取り組みを

しているというようなことが報告されま

した。それによって、特別調整交付金の

うち４，５００万円が入っているという

ふうなこともおっしゃられました。市町

村の中で取り組みをしっかりやっている

ところとやっていないところとで差をつ

けていくみたいな、そういうことにも、

仕組みとしてはなっているのかなという

ふうに思って、インセンティブとかそう

いうふうなことで言われるんでしょうか、

こういうことが取り組まれているという

部分について、これがどうなのかなとい

うようなことは思いますけれども、ただ

やっぱり市の努力として保険料を上げな

いというようなこと、財政を健全化して

いくというようなことで努力をされてい

るというのは、大事だなというふうに思っ

ています。

　その上で、大阪府がこの間国保の広域

化という動きを強めているわけですけれ

ども、実際に国保の広域化支援方針等々

いろいろ出されている中で、それが進ん

でいったときには、この摂津市としての

独自の努力がどういうふうな形で反映し

ていくのか、その辺のことについてお聞

きしたいと思うのと、実際に広域化が実

現したときには、加入者たちの保険料が

どういうふうな推移で動いていくのか、

この辺のことについてぜひお聞きしたい

と思います。

　もう一点、特定離職者の軽減制度です

ね。３，６００万円の金額でしたけれど

も、どの程度の件数があったのか聞かせ

ていただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　広域化について、そ

れから今後の推移については、将来のこ

とですから、参考にお答えができればと

いうことで。

　堤次長。

○堤保健福祉部次長　広域化等支援方針

の影響について答弁させていただきます。

　大阪府の広域化等支援方針策定による

効果につきましては、平成２２年度にお

きましては、まず調整交付金のペナルティー

がなくなったことでございます。私ども

の収納率でいきますと、もし大阪府の広

域化等支援方針が策定されていなければ、

国の普通調整交付金、今回決定された額

が４億５，２４０万１，０００円でござ

いますが、これの９％に当たる４，０７

１万６，０９０円が減額となるところで

ございましたので、今回につきましては、

この分の削減が回避されたということで、

プラスの評価をしております。

　ただし、これは２３年度予算のときに

もご報告をしましたが、保険財政共同安

定化事業拠出金の算定方法が変更になっ

ておりまして、ここで拠出金が約４，６

００万円ほど増加をしておりますので、

差し引きとしましてはプラスが先に来て

おりますのでとんとんなのかなと考えて

おります。

　今後につきましては、大阪府から今後

の府の特別調整交付金制度について大幅

に変更するというような御案内もいただ

いております。具体的にはまた説明会を

するというような話でございますので、

その要点につきましては、今後の場にお

いて決まれば、御報告をさせていただく

というふうに考えております。

　特定離職者の件数につきましては、先

ほどもご答弁いたしましたように、申請

者数４４２件で４４２名の方について軽

減の適用をさせていただいているところ

でございます。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　大阪府が計画しているよう

な国保の広域化の流れについては、摂津

市にとっては何もいいことがないんじゃ
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ないかなというふうなことで、以前言わ

せてもらったことがあるかと思うんです

けれども、やっぱり市のこの間の努力で

すね、どうにか財政の健全化、それから

市民に保険料のこれ以上の負担をかぶせ

ない、そういった意味では、ぜひはっき

りと広域化反対というふうなそういう立

場に立った、大阪府の中での役割を果た

していただけたらというふうに、これは

要望としておきたいと思います。

　それと、特定離職者の方、倒産、解雇

などによる雇いどめの方への軽減ですね。

これも今回、数字としては４４２名とい

う、これについては、７，９０６世帯と

は、別にこれだけの方がいらっしゃると

いうふうにみていいんでしょうか。

　本当に、とにかくたくさんの方が保険

料軽減なしでは払えないというふうなこ

とになっているわけです。それで軽減し

たといってすべてが入るかといったらそ

うもならないような深刻な経済状況とい

うのは、反映されているというふうに思っ

ております。ぜひ、そうした面では、今

後の国保会計の運用ですね、それから次

年度につきましても、保険料をどう算定

するかという議論もされているというふ

うに思うんですけれども、平成２２年度

は８，２３７万円の単年度赤字と。もち

ろん累積赤字としては多くの赤字がそれ

以上あるわけですけれども、平成２１年

度の３億９，０００万円の黒字ですか、

そういう毎年毎年の見通しが本当に立ち

にくい、そういう中での保険料の引き上

げというのは、ぜひ行わないように、で

きれば保険料の引き下げをというような

ことも要望しまして、私のほうからは以

上とさせていただきます。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　７・５・２割の７，

９０６名の方の軽減の中に、先ほどの特

定離職者の軽減４４２名が含まれるのか

どうかということですが、この中に含ま

れております。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　南野委員。

○南野直司委員　平成２２年度の国民健

康保険事業についても、本当に国保財政

の厳しい中、取り組まれたということで

す。国保財政の健全化のために、医療費

の適正化、それから資格の適正化、収納

率の向上ということで、三つの柱として

取り組まれまして、先ほどから答弁があ

りました。一つはジェネリック医薬品差

額通知の事業、社会保険加入確認による

資格管理適正化、もう一つは、納付勧奨

コールセンターの開設ということであり

まして、収納率は１．７％向上しました

ということでございます。

　中でも、この平成２２年８月からコー

ルセンターを開設されまして、民間の方

のオペレーターによるその事業というこ

とであります。この点、詳しい事業の中

身等々、改めてお聞かせいただきたいと

思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　コールセンター事

業について、ご答弁を申し上げます。

　平成２２年８月からふるさと雇用再生

特別交付金を活用いたしまして、納付コー

ルセンター事業を納税課と共同で実施い

たしております。

　主な事業内容につきましては、分割納

付誓約中の世帯や、口座振替世帯、新規

加入者などに未納があった場合にお知ら

せを行い、その未納が滞納とならないよ

うに取り組んでおります。

　平成２２年度の実績でございますが、

国保につきましては８，７９２件の方を

対象といたしまして、電話の１万４５６

件の発信を行いまして、納付書再発行等
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２０２件の発行を行っております。着信

が２，５６４件で、納付約束を７８７件

いただいております。そういったことも

ありまして、約２，５００万円ぐらいの

収納額が向上いたしております。

　そういったこともありまして、平成２

３年度でふるさと雇用再生特別交付金事

業が終了するんですが、平成２４年度以

降もできましたら恒常的にこういった取

り組みをしていきたいと考えております。

　特に、滞納世帯となってからいろいろ

な取り組みをしますと、やはりかなりひ

どい状況になっておりますので、そうな

らないような取り組みのほうこそ、力を

入れてやるべきと考えておりますので、

この取り組みにつきましてはぜひ続けて

やっていきたいと考えております。

○森内一蔵委員長　南野委員。

○南野直司委員　ご答弁いただきまして、

わかりました。

　そのオペレータによる事業の中身につ

いてですけれども、これは納期限が過ぎ

ていることをお知らせするだけで、あと

は国保の窓口に行っていただいて、いろ

んなご相談をしてくださいという部分ま

でで、それは例えば、そのやりとりの中

で、日にちとかいろんな状況、環境に対

することとか、いろいろその方の話があ

ると思うんですけれども、そういうオペ

レーターと市の国保の窓口の方との連携

というか、そういういろんなさまざまな

デリケートな部分もあると思うんですけ

れども、その辺のやりとりなんかはどの

ようにされているのか、その中身につい

てお聞かせいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　連携につきまして

は、まず単純に納付書を送ってください、

払いますということであれば、そのオペ

レーターで完結をするんですけれども、

ちょっと生活が苦しいので待ってもらえ

ませんかということであれば、それは収

納係に引き継ぎまして、収納係のほうか

ら折り返しお電話をさせていただくとい

う体制をとっております。

　また、オペレーターにつきましては、

電話の専門家でございますので、逆に私

たちのほうもこのオペレーターの技術を

学んで、市民の方にいかにやわらかくお

話をできるかというようなことも、研修

をさせていただいている状況でございま

すので、オペレーターの方については、

非常によくやっていただいていると私は

思っております。

○森内一蔵委員長　南野委員。

○南野直司委員　わかりました。期限が

過ぎても納付ができない方の中には、さ

まざまな状況を抱えた方がいらっしゃる

と思います。また、今でももちろん窓口

で丁寧な対応をしていただいていると思

うんですけど、引き続きその丁寧な対応

をしていただいて、それが収納率のアッ

プにもつながっていくと確信しますので、

どうかよろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　ほかに質問ないです

か。

　本保委員。

○本保加津枝委員　今、各委員のほうか

らもお話がありましたけれども、国保の

会計については、非常にやっぱり厳しい

運営状況の中で、また非常に試算もしに

くい現状の中で、非常によく取り組みを

進めて頑張っていただいていると思って

おりますけれども、この現状、先ほども

ご意見の中にありましたけれども、低所

得の人に対する徴収について、低所得者

からはとらないようにというようなご発

言があったと思うんですけれども、国民

健康保険というのは周知のように互いに

やはり市民の皆さんのもとで、支え合っ
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て成り立っているような現状もあると思

いますので、だれかがやはり滞納してい

くということにつきましては、その分に

つきましては、やはり一般財源からの繰

り入れ等々で、そのほかの方が結果的に

はその税の補てんによって負担が重くなっ

ていくというふうに考えられるんですけ

れども、この点については、国保年金課

としては、どのようにこの窓口での非常

に丁寧な、また迅速な現状対応をしてい

ただいていると私のほうも認識をしてお

りますけれども、お考えについてお聞か

せをいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　保険料を支払うこ

とができる資産を有しながら、保険料の

支払いをしないという方を放置いたしま

すと、ご指摘のように国民皆保険制度を

危うくすることを、私ども保険者が見過

ごすということになってしまいます。国

民健康保険制度は、今は社会保障が非常

に厳しい状況になっておりますが、国民

皆保険の最後のとりででございます。国

民健康保険は市民の医療を保障する大切

な制度であると考えております。

　したがいまして、保険料を支払うこと

ができる資産を有しながら保険料の支払

いをしない方については、私どもも厳し

くさせていただいております。事情があ

れば、きちんとお聞かせをいただきます

が、事情がない場合については、最終的

には滞納処分も含めた対応を毅然として

させていただいておるところでございま

す。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　今、ご答弁にもあり

ましたように、国民皆保険制度の維持と

いうものが、今、非常に難しい状況になっ

ているということで、国のほうでもこの

国民皆保険制度を守っていきたいと、な

くすようなことがあってはならないとい

うような意見等も出ているようでござい

ますので、確かに安心して国民が医療、

市民の皆さんが医療機関にかかれるとい

うのは、この医療制度があるからでござ

います。資産を有する人には厳しくとい

うことでございました。確かに、窓口の

ほうで、滞納されている方につきまして

は、私どものほうもたまたま伺ったとき

にそういった事情に遭遇しましたときに、

職員の方、非常に丁寧に事情を聴取し、

またその収入等もきちんと調べ、また税

のほうの届け出がきちんとあるかどうか

の確認等々も手際よく、その窓口のほう

で調べていただき、それについて結果と

して無理ならば分割納付というようなご

相談にもきちんと乗っていただいており

ますし、状況的によくありますのは、今、

急病になりましたので、今まで納付して

いなかった保険料を前提にしないで、窓

口負担金の減額の申請書なんかを出して

減額申請したいというような状況のとき

が結構多いわけでございます。

　そういったときにでも、きちっと動じ

ることなく対応をしていただいていると

いうことは、逆にそういった件数が相当

数あるのではないかなというふうにも推

測されますので、やはり今後とも窓口の

対応、きちんとした丁寧な対応をされる

ということとあわせて、今おっしゃいま

したように、皆保険制度維持、摂津市の

市民の皆さんの全体のこの市税をしっか

りと運用、活用できるように、この国保

年金課とされましても、対応につきまし

てはしっかりと資産を有する人に対しま

しては徴収、不納欠損を出さないという

ような形で、今後ともしっかりと取り組

みをしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。
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○森内一蔵委員長　ほかにないですか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時３１分　休憩）

（午前１１時３２分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　認定第９号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　弘委員。

○弘豊委員　数点にわたって質問させて

いただきます。

　一つ目には、この後期高齢者医療制度

にかかわっては、平成２２年度は摂津で

も保険料平均で５．０７％の値上げとい

うようなことになっているかというふう

に思います。これは、以前の国保から比

べてということになりますので、市町村

によってそれぞれ値上げだったり、もし

かしたら値下げだったりと、そういった

ことになってきたかというふうに思うん

ですけれども、摂津の場合は５．０７％

値上げというようなことで、そうした状

況がどのような影響といいますか、具体

的に収納の部分ではなかなかあらわれに

くいのかもしれませんけれども、特徴的

なことが、もしつかめているようであっ

たら、お聞かせいただきたいというふう

に思っております。

　それから、平成２２年度については、

新たに人間ドックの助成が実施されると

いうふうなことで始まったかというふう

に思いますが、その周知の方法と、それ

からどれぐらいの件数受けられているか

教えていただけたらと思います。

　もう一点、この後期高齢者医療にかか

わっては、窓口負担が１割負担というよ

うなことで多くの方はそうでありますけ

れども、現役並み世帯については３割負

担というようなことで、それぞれ窓口負

担の額が分かれているというふうに思い

ます。１割負担と３割負担、それぞれど

れぐらいの割合ずつぐらいいるのか、こ

の点について把握されておるようでした

ら教えていただけたらというふうに思い

ます。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　平成２２年度から

２３年度の後期高齢者医療保険料が値上

げになっている影響ということでござい

ますが、まず収納率につきましては、後

期高齢者医療制度が始まって以来の収納

率を申し上げますと、２０年度が９８．

９６％、これは摂津市ですけれども、２

１年度が９９．０％、２２年度は９８．

９６％ということで、３年間ほぼ同率ぐ

らいで推移をしている状況でございます。

　５．０７％の引き上げにつきましては、

医療費のほうは本当はもっと上がってお

るわけですけれども、この間、基金を使

うことによって、この上げ幅を何とか抑

制をしたという状況でございます。

　まだ大阪府の広域連合の保険料の試算

等ができておりませんが、９月２０日付

の国保新聞によりますと、東京の広域連

合で第３期、平成２４年、２５年度の保

険料を試算しております。それがもし仮

に一般財源を入れないときは２５．６％

の大幅増になるというような見通しも出

ています。これは理由としましては、医

療費の伸びが、特に後期高齢者の医療費

の伸びが非常に大きいということでござ

いまして、国としても補てん対策を考え

ておられるというふうには聞いておりま

す。

　ただ、今後、このまま後期高齢者の被

保険者数、それから医療費がふえ続けて

まいりますと、この負担がどんどん上がっ

てくるという計算になりますので、やは
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り公費の割合をふやしていただくか、何

か対策を考えていただけないと、非常に

大きな影響が出てきます。後期高齢者医

療制度の方は、非常に医療というのを身

近に感じておられますので、これだけの

高い収納率があると思っておりますので、

そのあたりをぜひ反映していただきたい

と考えているところでございます。

　人間ドックの状況でございますが、人

間ドックの制度は平成２２年度からでき

ております。本市の申請件数は１件で、

２万６，０００円の上限の補助をさせて

いただいております。

　周知方法につきましては、受診券にも

人間ドックの補助の制度について周知を

した上で、広報等にも掲載をさせていた

だいているところでございます。

　それから、１割負担と３割負担の方の

割合ということですが、大ざっぱなとこ

ろで３割負担の方は大体１割ぐらいと考

えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　後期高齢者医療の問題で、

やはり平成２２年度決算の段階では、ま

だまだ制度が始まって数年の中で、最初

は軽減措置もやっている中で、医療費、

保険料それぞれまだ大きな負担になって

いないというふうなところもありますけ

れども、それがもう来年、再来年、また

２年、２年、年がたつにつれて矛盾が大

きくなるということで、私のほうから指

摘をしようと思ったら、もう堤次長から

ご説明がありましたので、そういう状況

だろうと思っております。

　そういった意味では、今後の見通しが

本当に立たない、そういう制度だという

ことで、早期の廃止を、また抜本的な医

療制度の改善を求めていっているところ

ではありますけれども、当面のこの後期

高齢者医療の中で、市の中でやれること

というのは、本当に取り組んでいただき

たいというふうな点から、次に、人間ドッ

ク助成ですね。これについては、ある意

味、今おっしゃられたように、高齢者の

方で医療が近い。けれども、受ければ受

けるほど保険財政にもそうだし、負担も

あるんじゃないかというようなことでは、

やっぱり受診の抑制といいますか、こう

いうのがあるっていうことを知っていて

も受けるのを控える方が多いのかなとい

うようなこと、今、受診件数１件という

ようなお答えを聞いた中で感じたんです。

そういった意味では、この間、取り組ま

れてきた市民健診から特定健診ですね、

そうした健診の受診について、受診控え

というようなことがないように取り組み

を進めていっていただきたいと。先ほど

国保のほうでは特定健診の受診勧奨とい

うようなことで取り組みを進めていると

いうようなご説明がありましたけれども、

後期高齢者医療については、特にそれは

していないんだというようなことが、こ

の間の議論の中であったと思うんですけ

れども、やっぱり高齢者の方の健康を、

元気な高齢者の方は摂津では本当に多い

と思うんです。だから、それをやっぱり

維持していくためにも、この特定健診な

んかのところでは、しっかりした対応と

いうのが一層いるんじゃないかと思って

おります。その点について、お考えを聞

かせていただけたらというふうに思って

おります。

　それからもう一点、医療費の窓口負担

の関係なんですけれども、３割負担の方

がおよそ１割というふうなことでお答え

をいただきました。この間、市民の方の

お話を聞く中で、３割負担で保険証が届

いたけれども、これ申請したら１割に負

担の軽減ができるんではないのかなとい

うふうなことでの相談でした。現役並み
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世帯というようなことで、３割負担の保

険証が届きましたら、自分は現役並の世

帯なのかと、この窓口負担を出さないと

いけないかなというふうに思ってしまう

と思うんです。ただ、被保険者の中で、

課税標準額が１４５万円未満の方は１割、

１４５万円以上の方は３割というような

ことですけれども、その中で被保険者の

収入額が３８３万未満の方は申請によっ

て１割に下げられるというようなことは、

余り知られていないんじゃないのかなと

いうふうに思ったりするわけです。

　とりわけ、７５歳以上の方で、ほかか

らアドバイスがないとなかなかそのこと、

申請すれば１割に下げられるんだけれど

も、そうなっていない方というのが多く

いらっしゃるんじゃないかなというふう

に思うわけですけれども、そうした状況

というのは、市の担当のほうでつかむこ

とができないのかどうか。

　今の例は、同一世帯の被保険者がお一

人のみの場合というようなことですけれ

ども、同一世帯に被保険者が２人いる場

合というのは、また違った基準額という

ふうなことにもなってくるわけで、これ

がもちろん発送している資料の中にはそ

のことも書いてあると思うんです。ただ、

お知らせの仕方とか、例えばホームペー

ジを見たときには、その後期高齢者医療

の負担額ですね、そういう案内が載って

ないと思うんです。そうした点では、こ

の周知徹底がどうかというふうなことで、

お聞かせいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　後期高齢者医療制

度における特定健診の受診勧奨について

でございますが、先ほども国保特会のほ

うで受診勧奨事業の内容をご説明させて

いただきました。国保事業につきまして

は、国の調整交付金を全額財源としてい

ただく中でさせていただいております。

　ただ、以前にもご質問がございました

が、後期高齢者医療制度につきましては、

基本的には広域連合の役割であると考え

ておりますが、国保の例えば医療機関で

の特定健診の周知でありますとか、ある

いは現在行っております摂津市の特定健

診に係る保健福祉課での上乗せの部分で

ありますとか、そういったものは全体的

な特定健診の率を引き上げているのでは

ないかと考えておりますので、今後も保

健福祉課との連携をやっていきまして、

以前の市民健診にかわるものでございま

すので、全体の受診率を上げていきたい

と考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

　それから、３割負担になっておられる

方が、申請すれば１割になるという制度

でございますが、周知はどうしているか

というお問いでございます。これにつき

ましては、幾つかの場合があるんですが、

該当する方については具体的に通知を送っ

ておりますので、基本的には知らずに３

割になっていたということはないと考え

ております。

　最終的にその申請をしていただくとい

うのが条件でございますので、全員の方

に申請書をお送りして、これこれこうい

うことで３割になっていますが、申請に

よれば１割になりますよということでご

案内を申し上げて、申請をしていただい

ているという状況でございます。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　健診については特に勧奨み

たいなことはしないけれども、受診率を

上げるための取り組みということで言え

ば、国保だけでなしに保健福祉課と連携

しながら取り組んでいただけるというよ

うなことで理解もしたいというふうに思っ

ております。
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　やっぱり、医療にしろ介護にしろ、本

当に高齢者の方たちは、多くの方が受け

ないでもいけるような、元気な暮らしで

ありたいというようなことで、強く思っ

ているというふうに思うんです。ただ、

それがなかなか家計の問題、財政的なこ

と等々いろいろ考える中でそうならない

というふうなことが現状としては多々あ

るのかなというふうにも思いますので、

そうした市民の皆様の健康を守っていく

という取り組み、ぜひぜひ大いに進めて

いっていただきたいというふうに思って

おります。

　それから、３割から１割に窓口負担を

下げられるというふうなことでの、そう

した案内は対象者の方には、対象者も把

握できて、それで送っていますよという

ことだと思うんですけれども、いつの時

点でそれを送られるかというのも聞いて

おきたいと思うんですけれども、誕生日

が来て、その月から後期高齢のほうに保

険証が切りかわりますよというふうなこ

とだと思うんですけれども、申請のほう

は申請をしてその翌月からしか切りかわ

らないというふうに、たしかそういうふ

うに思うんです。そうした意味では、保

険証、切りかえの分が送られるときに、

一緒に通知も行っているのかどうか、ま

た、前もってそのことがわかったら、そ

こまではなかなか厳しいのかなというふ

うにも思いますけれども、どのように取

り組まれているかというふうなことを最

後お聞かせいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　済みません、先ほ

どの答弁の中で、申請書を送っていると

申し上げましたが、申請するよう案内を

お送りしているということでございます。

　具体的には、３割負担の被保険者証を

お送りさせていただくときに、あなたは

申請をすれば１割になりますというご案

内を入れさせていただいています。これ

を前月にお送りしておりますので、申請

をしていただければ、最初から１割でい

けます。ただし、申請をされませんと、

ご指摘のように申請をされた基本的には

翌月から適用と、年齢到達の場合は違い

ますけれども、基本的にはそういう形に

なっております。

　広報等でもお知らせはさせていただい

ているところです。私どものほうで把握

できる方については全員送らせていただ

いているんですが、この制度上、収入の

把握というのが確定申告を見せていただ

かないことにはわかりませんので、具体

的にはご本人から申請をしていただかな

いことには、市のほうで職権で勝手にや

るということはできない状況でございま

す。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　ご説明も聞かせていただい

て、よくよく制度としてはおかしいなと

いうか、市の窓口でも一定把握をできる

わけですよね。そうだけれども、申請を

しなければこの軽減にはならないという

ふうなことで、つかめている範囲につい

ては、もとから１割で保険証を出せば二

度手間で保険証のつくり直しというのを

しなくて済むのに、こういうふうな手続

になっているというふうなことです。

　これについては、後期高齢者医療制度

は抜本的に変えていくんだというふうな

ことも言われているけれども、この点な

んかは早急にでも変えてほしいというふ

うなことを、国に対しても言っていくべ

きじゃないかなというふうに思っており

ます。

　市の担当のほうからも、ぜひ少しでも

市民の方たちの、保険加入者の方たちの

そういった利益向上を考えていただいて、
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声を上げていただけたらなというふうな

こと、なかなかこれは、広域連合の取り

組みというふうなことにもなっていくん

で、市のほうではだれがどう担当で責任

を持っていくんだというようなことには、

もしかしたらならないかもしれませんけ

れども、やはり自治体のほうから声を上

げていく、そういうことは必要だという

ふうに思いますので、機会がありました

ら、市長、副市長のほうもこうした問題、

胸にとめておいていただけたらなという

ふうに思います。

○森内一蔵委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５２分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　質疑を続けます。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　後期高齢者医療制度の

実務のことをお聞きしたいと思うんです

が、資格証の発行はしないという方針を

立てていただいていますけれども、前年

度決算の短期証発行１３名からの変化の

ほうお聞かせいただきたいと思います。

　それから、先ほどの答弁で、来年改定

の保険料の見通し、東京でという話です

けれども２５％増と、これは大変な話を

していただきましたけれども、国からの

補てんがあるのかというような話なんで

すけれども、政権党の公約で廃止という

ことだったはずなんですけれども、情報

収集、もう来年度予算編成にいきますか

ら、情報収集で答えられるところがあれ

ば、大阪の保険料改定のことなどお聞か

せいただければと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、短期証

の件についてご答弁申し上げます。

　平成２１年度末の短期証の交付件数は

１３件でした。平成２２年度末では１９

件と若干増加をいたしております。これ

は、後期高齢者医療制度発足後３年がた

ちまして、滞納額が徐々に増加をしてき

ている関係で、このため、広域連合から

送られてきます短期証候補者数の数が前

年度の５５件に比べ２０件増の７７件と

なったことによるものでございます。そ

の中で、私どももいろいろ接触をする中

で、１９件ということで縮めているもの

でございます。

　後期高齢者医療制度におきましては、

資格証の交付はしないこととなったもの

の、保険料は重要な財源でありますこと

から、納付交渉のための接触を図る貴重

な機会と考えて取り組んでいるところで

ございます。

　来年度の見通しについてでございます

が、国からの補てんについては、現在の

ところまだ広域連合の予算が、説明会が

まだでございますので明らかではござい

ません。先ほども申し上げましたように、

９月２０日付の国保新聞では、東京都の

後期高齢者医療の広域連合の予算の試算

が出ておりまして、もし一般財源を投入

しない場合は２５．６％の増となる見通

しですが、市町村の一般財源を入れるこ

とで、保険料の伸びを８．７緩和して、

前年度比では１６．９％増に抑える方針

だというふうに聞いております。

　第３期については、基金の活用でかな

り低く抑えることができたんですが、今

回は非常に厳しいというふうに記事とし

ては出ております。

　先ほども申しましたように、大阪府の

広域連合の予算が出ておりませんので、

この先どうなのかということについては、

現時点では申し上げられません。

　今後の制度の改正の状況なんですけれ

ども、以前に公聴会等を開きまして、高

齢者医療制度改革会議の最終取りまとめ
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というのが去年の１２月にされておりま

す。その中で、現行制度を第１段階では

被用者保険の被保険者あるいは被扶養者

を除きましては、都道府県単位で一つに

して、都道府県単位で財政運営をしてい

こうということで一定のまとめがされて

おります。

　ただ、昨年までは平成２４年度末をもっ

て廃止するとされており、去年の年末の

取りまとめでは平成２３年の春に新制度

を法案成立させて、２年後の平成２５年

度から新制度を目指すとなっておったん

ですが、平成２３年の春ということは、

もうかなり過ぎております。遅くても秋

には出ないと、平成２５年度から新制度

を発足というのは間に合わないというこ

とで言われておったんですけど、もうそ

れも出ておらないような状況です。

　先ほど申し上げました国保新聞の同じ

ページに、ちょうど小宮山新大臣の談話

が出ておりまして、その談話を見ました

らその談話の中で「高齢者医療制度だが

端的に言って廃止か見直しか」という、

その国保新聞の質問に対して、「今どち

らで考えているということを申し上げる

用意はできていない。これから詰めてい

くということだと思っている」という回

答をされています。また、更に一歩後退

なのかなというふうには考えております。

　いずれにしましても、前回導入に当たっ

て被保険者に周知が十分できていなくて、

いろいろ障害が出ております。十分な時

間をとってわかりやすい制度をきちっと

フォローしながらやっていただきたいと

いうのは、これはもう切なる要望でござ

いますので、これは大阪府市長会を通じ

てきちんと対応をしていただくように、

要望を続けていきたいと考えております。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　短期証はふえていると

いうことなんですけれども、７５歳以上

のお年寄り、それこそ医療と無縁のこと

は全くないというか、もうかからなくて

はいけない方々が多いと思いますので、

医療からの排除にならないように、短期

証であっては行きにくいというような方

もやっぱりお年寄りにいらっしゃるので

はないかと思いますので、なるべく医療

からの排除につながらない手だてをお願

いしたいと思います。

　それから来年度からの第３期というこ

とで、２年おきの改定という話で、制度

そのものの議論が進まないと。国はさっ

きの大臣談話の状態を見てもらったらわ

かるように思考停止状態、もう何もその

ままで老人医療の医療費がふえ続ける、

それから加入者もふえて、しかも所得が

少ない方から保険料が集まらないという、

この構造的なものを、手だてが打ててい

ないというのがわかっております。先ほ

ども保険料が上がらないためには、一般

財源からの繰り入れ、税金からの補てん

というのが必要だという話になってます

から、自治体としても不本意ではあるで

しょうけれども、それこそこのお年寄り

のための医療制度ですから、繰り入れと

か、ぜひ応じてお年寄りの負担にならな

いように手だてを一緒にやっていただけ

るようにということで要望しておきたい

と思います。

○森内一蔵委員長　ほかにないですか。

　ないようですので、以上で質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時　７分　休憩）

（午後１時１０分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　認定第８号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。
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　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　２点ほどお聞きしたい

と思います。

　介護保険特別会計の決算を見ましたら、

ずっとこの傾向があるんですけれども、

昨年度も黒字で積み立てもできているん

ですけれども、保険料が単年度精算では

ないということでは、ほかの予算、国か

らの費用とか、共同云々の費用とかは単

年度精算ですから、多くもなければ少な

くもなく、きれいに精算されるわけです

ね。けれども、保険料はそうではないと

いうことで、この積み立てができて黒字

ができるということは、私たちは保険料

の先取り状態やと思っているんです。大

阪府に積み上げられている基金もたくさ

んたまってます。これも借り入れもでき

るわけですから、予算に関して言うと、

ぎりぎりの予算を立てて保険料を抑える

ということも可能やと考えているんです。

来年また保険料改定と、それから制度の

６年ごとの改定がありますので、厚生労

働省の部会答申も出されてますけれども、

来年度の保険料の見通しなども聞かせて

いただきたいと思っております。通達は

まだでも、それこそ情報収集などをされ

ているのではないかと思っているので、

答えられる範囲でお答えいただければと

思います。

　二つ目として、介護度と認定の状況に

ついてお聞かせいただきたいと思うんで

すが、一次認定にコンピューターを導入

されまして、決定が実情に見合っていな

いんではないかという声を聞かせていた

だいているんです。来年の改定で更にサー

ビスからの排除という議論がされてます

けれども、要支援の方は保険制度から外

されて、自治体の支援制度で行うという

ような改悪がされようとしてますけれど

も、摂津市として現在の要支援のサービ

スについての来年からの考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　まず介護保険財

政全体的なことですが、平成２２年度に

おきましても、収支が９，１９０万円ほ

どの黒字ということで決算数字が出てい

るんですけれども、これについては翌年

度、平成２３年度に国庫・府費・市費へ

の返還等もございまして、うち５，００

０万円ほどが積み立てに平成２３年度の

補正で回るというようなことになってお

ります。

　今後の基金を含めた保険料算定の考え

方ということになるんですけれども、現

在の第４期事業計画では、第３期末に基

金残高が１億２，６００万円ほどござい

まして、これをすべて４期に取り崩して

保険料軽減の財源としております。

　同様の考え方でございまして、４期に

つきましては、平成２２年度の年度末の

基金残高が７，２９３万７，３１５円と

いうことで、平成２３年度はもともと計

画に見込んでおります約５，３００万ほ

どを取り崩して、２２年度に余剰金とし

て出ました先ほどの金額プラス追加交付

がありましたので、合わせて５，６８０

万ほどが積み立てができるということで、

これを差し引きしますと、今後平成２３

年度に過不足がないということでしたら、

約７，６００万ほどの３年間での黒字が

出るというふうに見込んでおります。若

干今後給付費が不足する、あるいは滞納

繰り越し分として入ってきた収入が余剰

となるというようなこと、あるいは利息

分が余剰となるということも出てきます

けれども、現段階で最低７，６００万円

ぐらいの黒字が出るのかなというふうに

考えております。
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　これにつきましては、５期の保険料の

上昇の抑制に充てると。現在のところ全

額充てるという考え方でございます。

　仮に７，６００万円を被保険者数１万

８，５００人とすれば、１人当たり３年

間で４，１００円、月額にしますと１１

４円ほどの減額の財源に充てるものとい

うふうに考えております。

　それから、介護度の関係で、要支援の

方が給付から外されていく傾向にあるの

ではないかというようなことでございま

すが、国のほうでは介護予防・日常生活

支援総合事業という新たな枠組みが提示

されておりまして、市町村の判断で現在

の要支援の方への予防給付ですね、例え

ば要支援の方へのヘルパーであるとかデ

イサービス、これを保険給付と別にその

他の配食サービスなどの事業と組み合わ

せて、地域支援事業の中で実施できると

いうような方向を示しております。現在

摂津市では、国が示しているような枠組

みでの取り組みというのは考えておらず

に、従来どおり給付は給付、それから一

般施策は一般施策、地域支援事業は地域

支援事業ということで、取り組んでいき

たいというふうには考えておりますが、

今後国の動向なり、他市の動向をみつつ、

要支援の方にどういうサービスを提供し

ていくかということを、また総合的に検

討してまいりたいと思っております。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　多分最後のほうは、認

定に問題ないかと言われれば、ないと答

えるしかないんちがうかということだっ

たと思うんですけれども。

　介護保険は、後期高齢者医療と同じよ

うに新しい制度で、国保と異なって減免

制度の充実ということが、なかなか整備

されていないと私は思っております。

　ですから低所得者に年金からの天引き

という形で別枠でとられてますから、非

常に負担感の重いものになっているとい

う意味では、減免制度の拡充をお願いし

たいと思います。要望としておきます。

　それから要支援の話ですけれども、寝

たきりをつくらないために、元気なうち

から、要支援から手厚くサービスを行う

というのが当初の介護保険の目的という

か、理念だったんではないかと思うんで

す。これを国が自治体任せという話になっ

てきては、逆行するんではないかと私は

思ってるんですけれども、国のこの改悪

に対しては反対を表明していただいて、

しかし、住民の介護福祉を向上させる目

的での市の独自の努力というのは求めた

いと思いますので、よろしくお願いしま

す。要望としておきます。

○森内一蔵委員長　ほかに。弘委員。

○弘豊委員　大きくは３点お聞きしたい

と思います。

　最初に決算書の１４８ページで、国か

らの調整交付金が示されております。こ

れにかかわって、昨年６月の民生常任委

員協議会で、平成２１年度の調整交付金

の積算ミスというようなことがあって、

過小交付というようなことがあったかと

いうふうに思うんです。それを平成２２

年度、特別調整交付金としてこの中に組

み込まれているというふうに理解してい

るんですけれども、その辺の金額はどの

ようになっているのかというようなこと。

また、その後の経過というような形では

委員会ではお聞きしてなかったと思うん

で、この際ですので教えていただけたら

と思います。

　決算概要の２７２ページ、要介護認定

審査事業というのが記されております。

これにかかわってはですね、昨年１２月

の補正予算で増額した分、これもそのと

きの議論があったかというふうに思うん

－26－



ですけれども、介護認定を受けられる方

が前年と比べても随分とよそよりもふえ

てきたというふうなことでの議論でした。

　その中では、なかなかその原因と言い

ますか、そうしたところについては特に

分析はされていないというようなことで、

ぜひこの部分については継続した調査を

というようなことでお願いしておったん

ですけれども、その部分について、高齢

者の方の実態把握もされている報告もさ

れておりますので、介護認定を受けられ

る方の推移、状況等々お聞かせいただけ

たらというふうに思います。

　最後、これは決算概要の２７８ページ

になりますが、包括的地域支援事業の部

分です。地域包括支援センターの運営に

かかわってのところですけれども、この

事業の中身、内容で、これまでいろいろ

と報告もされてきたと思うんですけれど

も、概要のほうでは一つにくくって包括

的地域支援事業、内容さまざま、介護保

険や介護に関すること、高齢者虐待、成

年後見等権利擁護に関すること、保健福

祉サービスに関することなどというよう

なことで、ひとまとめで２４４という件

数で出てきておりますけれども、この間

特徴的なそのことでありますとか、例え

ばその出張支援を地域包括のほうでも取

り組んでおられると思います。地域福祉

活動拠点のほうに出向いて、また、南別

府団地のほうにも出て行って、相談を受

け付けているというようなことをお聞き

しておりますけれども、そういったとこ

ろに特徴的な内容とか、もし報告できる

ようなことあれば、お願いしたいと思い

ます。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　３点目の地域包

括支援センターの運営については川口参

事のほうから答弁させていただきます。

　１点目の調整交付金の決算にかかわる

点ですが、ご指摘のように平成２１年度

におきまして普通調整交付金部分につい

ての係数の報告に誤りがあったというこ

とで、本来本市におきましては平成２１

年度に１，００４万２，０００円が交付

される計算であったところがゼロという

ことになりました。その後、同様の事例

が他市にもございまして、国へ要望をい

たしました結果、平成２２年の６月に厚

生労働省令が改正され、特別の事情があ

るということで１０分の７以内の額が特

別調整交付金として交付されるというこ

とになりました。これに基づきまして手

続を行いまして、平成２２年度に本市に

おきましては特別調整交付金ということ

で７０２万９，０００円が交付されてお

ります。この決算書につきましては、そ

の特別調整交付金部分ともともとの平成

２２年度の普通調整交付金部分が一括し

て計上されておりますので、平成２２年

度の普通調整交付金が１，１７１万９，

０００円、それから特別調整交付金が７

０２万９，０００円、合計で１，８７４

万８，０００円という数字になっており

ます。

　もう一点、要介護認定の申請件数等の

経過ですが、年度トータルの申請件数か

らご紹介しますと、平成２０年度は年間

２，８４０件、２１年度が２，６１３件

ということで、若干減少の傾向がみられ

たんですが、平成２２年度につきまして

は、５月ごろから申請件数が急増しまし

て、最終的に年間で３，２２８件という

申請がございました。月平均で言います

と、２２０件ぐらいだったのが２７０件

ぐらいということで、非常に事務的にも、

あるいは調査、審査会等も件数がふえた

ということで、結果がおくれが出たりと

いうことでご迷惑をおかけした部分もあ
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るんですけれども、これについて、どう

いう原因があるのかということで、窓口

のほうで新規申請の方にアンケートとい

う形で申請の理由をお聞きしたりもしま

した。多くはこの前もお話ししたかもし

れませんけれども、医療機関からの紹介

ということで、主治医の方から勧められ

てという申請、あるいは住宅改修をお知

り合いの方がされて、この制度を使えば

できるんだということで申請される方と

いうのがやはり多いというような傾向に

ございました。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　包括的地域支援

事業の中身としましては４点ございまし

て、１点目は要支援の認定者の方へのケ

アプランや特定高齢者といわれる方、要

支援認定を受けられる前の段階の方への

ケアプランの作成業務と、後は高齢者の

方の総合相談業務、あるいは高齢者の権

利擁護については事務報告書に挙げさせ

ていただいていますような高齢者虐待や

成年後見制度等の利用支援、あるいは消

費者被害といったご相談にも応じるよう

になっております。また、地域のネット

ワークとして、民生委員や自治会・老人

クラブの方々、そういった方とのネット

ワークづくりやあるいはケアマネジャー

への相談支援という役割も包括支援セン

ターの役割としてございます。あとは地

域に出ての出張相談なんですけれども、

現時点では、あいあいホール別府と南別

府団地の集会所、ゆうゆうホール鳥飼西、

デイハウスましたといった４か所につい

ては出張相談を行っております。

　出張相談に対応している職員は、コミュ

ニティソーシャルワーカーで、包括支援

センターと一体となってそれぞれの役割

に応じた形で対応させていただいており

ます。特に出張相談における特徴的な内

容としましては、やはり庁内でしたら高

齢者虐待等の事例や警察からの通報、市

民の方からは経済的な相談とか多問題な

相談が庁内には多くあるんですけれども、

どちらかというと、出張相談は、先日も

お伺いした折りには、水道の料金表の見

方がわからないとか、あるいは介護保険

制度のご相談、また、その市民の方から

直接と言うよりも、むしろ地域の民生委

員などから、近所でひとり暮らしの方が

少し認知症のような症状があるけれども

どう対応したらいいかとか、家を訪問し

ても出てこられない方がいるがどうした

らよいかなど、相談の入口のような内容

のものが出張相談には多いように見受け

られる傾向にございます。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　最初の特別調整交付金にか

かわる分なんですけれども、昨年６月の

協議会でご説明いただきましたことで、

先ほどもそのとおりに進んでいるのだな

というふうなことを確認させていただい

たんですけれども、やはり過小交付とい

うようなことで、本来やったら１，００

４万円入ってきていたところが７０２万

円ということで、ちょうど１０分の７と

いうようなことなんだというふうに思い

ます。差し引き３００万円ほどが入るべ

きところに入っていないということなん

ですけれども、この部分にかかわっては、

その年度を越えても何かしらの補てんと

いうふうなことで、国に求めていくとい

うふうなことを確か副市長が答弁されて

いたと思うんです。そうした働きかけは、

ほかの自治体等も含めて継続してやられ

ていくのか、そういったことについてお

聞きしておきたいと思います。

　特別調整交付金を申請するに当たって、

１点目に被保険者に対する負担回避に向

けた独自の取り組み、これの内容がわか
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るものが書類として出されているという

ふうに思うんですけれども、これはどう

いうふうなことだったのかなというふう

なこと、それと２点目には被保険者に対

し説明、これは議会の議事録に載せる、

公の場として公表するというようなこと、

報道発表もされているということですか

ら、これは行われたというふうに認識し

ておりますけれども、３点目のこのこと

に至った経緯、また、再発防止策を記載

した書類というようなことも、これもつ

くられていると思うわけなんですけれど

も、そうしたものを、きょうの委員会の

場でというようなことにはならないかも

しれませんけれども、また、委員会のほ

うに報告いただけたらというようなこと

で、委員長のほうにもぜひ要請しておき

たいと思っております。

　次の要介護認定の調査事業、要介護認

定の推移、件数ということでお示しいた

だきましたが、その分析というか聞き取

り等も行われて医療機関からの紹介や住

宅改修等々で勧められてというようなこ

とがあるかと思うんですけれども、やは

り高齢の方で実際これから介護を受けら

れようかというふうな方たち、多くは自

発的にというよりかは、友達からのアド

バイスで申請される方がやっぱり多いと

思うんです。そういった意味では、一つ

には、ひとり暮らし高齢者の実態把握事

業をみていましたら、実態把握のアンケー

トが来て、また、聞き取りなんかがあっ

て、そうしたら自分はこういう介護が受

けれるのかとかいうようなことで、直接、

市の職員なり調査員なり、そういった方

と会って初めて、この介護保険制度の活

用が自分にもできるのかみたいな、そう

いう気づきとかもあったんじゃないかと

思います。

　それと加えて、地域包括の取り組みが

やっぱり地域に出ていくことで、そこで

の介護の相談、身近なところで、こんな

ことでもその介護保険のほうに相談でき

るんだというふうな、いろいろ報道や情

報とかを聞いてたら、保険料は高いし、

また利用するにも多額の利用料が要るし

というようなことで、使うのを足踏みす

る、認定そのものを受けるのをちゅうちょ

する、そういう方たちがこれまでも本当

に多くいらっしゃったんじゃないかなと

思うんです。そう言った意味では、地域

包括の点から、この間のこの介護認定数

がある意味急にふえたというようなこと

で、昨年の１２月のときにはそういうふ

うに受け取ったもので、そのところをど

のように把握して認識されておるのかな

ということを一度聞かせていただけたら

というふうに思います。

　もう一点、包括支援センターの取り組

みですけれども、出張でやっぱり出て行っ

たら、やっぱりそこでやられる相談事と

言いますか、声というのがたくさん出て

いるというふうに思うんです。そういう

意味で、今御答弁の中でもありました、

あいあいホール、ゆうゆうホール、また、

南別府団地と正雀というようなことで、

それぞれ取り組まれているわけですけれ

ども、市内でも交通的にやっぱり遠いと

ころの五中校区でありますとか、やっぱ

り三中校区でもＪＲ挟んだ北側でありま

すとか、そういったところにないという

のが、やっぱり問題なんじゃないかなと

思っております。市役所に足を運ぶにし

てもやっぱりそこが遠い。とりわけ高齢

の方の相談というようなことでしたら、

本当に手の届きにくいところを優先的に

と言いますか、そっちにもきちんと出て

いくことというのは必要かというふうに

思うんです。その点について、何らかの

動き、これまで取り組んでいることがあ
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るようでしたら教えていただけたらと思

います。

○森内一蔵委員長　答弁の前に、委員か

ら要望のありました調整交付金が１，０

０４万２，０００円から７０２万９，０

００円になったということで、そういう

ことのないようにということで、経過が

いろいろありましたら報告いただくとい

うことでお願いしておきます。

　それでは答弁を求めます。

　山田参事。

○山田保健福祉部参事　過小交付のいわ

ゆる差額、３０１万３，０００円の今後

の対応ということですけれども、大阪府

内でも摂津市を入れて１０の市と町で同

様の問題がありました。他府県でも幾つ

かのところで起こっております。これに

ついては、国のほうは平成２２年度の特

別調整交付金ということで解決済みとい

う解釈をしているというような情報を得

ているんですけれども、制度自体がもと

もと年度を超えて精算できないような仕

組みになっております。それと介護保険

財政が３年間を一つの期間ということで

運営しております。というようなことか

ら、制度の改正について調整交付金のあ

り方について、引き続き要望を行ってい

るところですが、改正には至っておらな

いということでございます。また、この

問題については、来月にも府内の関係市

町で検討の協議会を開く予定にはなって

おります。市民の方々に被保険者の方々

にご迷惑をかけない形でということなん

ですが、なかなかこの部分について別途

財源を調達するということは困難な状況

かと思います。そういう中で介護保険財

政の中で、今余剰金も出ているというよ

うなこともあるんですけれども、財政を

できるだけ健全に運営をする中で、この

部分について別途負担が出るというよう

なことにはならないようにというふうに

運営を心がけております。

　ちなみに３０１万３，０００円という

ことですので、被保険者、１万８，５０

０人ということで割っていきますと、３

年間の保険料の影響額というのは月額に

して約４．５円というようなことになり

ます。それからもう一つの再発防止とい

うことですが、これにつきましては、引

き続き課内でミーティングとか仕事を通

じた研修、あるいは情報収集とか情報の

共有の充実を図ってチェックの体制も強

化するということで再発の防止に取り組

んでいく所存でございます。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　包括支援センター

の視点で要介護認定者の申請数の増加を

どのように考えるかということだったと

思うんですけれども、平成２２年度の年

度途中の申請者数は、予測していた増加

をかなり上回るというように聞いており

ますので、それが今回のひとり暮らし高

齢者の実態調査と関係しているのかどう

かということは、お答えするだけの分析

はできていないんですけれども、実態調

査を実施する中での実感としましては、

やはり制度があってもなかなか自分のこ

ととして受け入れていただいている方も

そう多くはないと感じています。そうい

う結果を踏まえて、いろいろ自治会の会

合ですとか、民生児童委員の会合等で介

護保険制度についてのご相談やお問い合

わせや、包括支援センターのＰＲ等もさ

せていただいているような次第です。や

はり広報等とか文書での通知ではない、

口コミの情報というものは大変重要なも

のだと認識をしておりますので、今後も

そういう意味ではいろんな機会をいただ

いて、皆さんに普及というか、情報を十

分伝達できるような形をとってまいりた
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いと思っております。

　もう一点の出張相談の場所についてな

んですけれども、やはりおっしゃいまし

た五中校区のほうでは出張相談の場所が

ないということ、三中校区においても同

じです。現在、コミュニティソーシャル

ワーカーが各小学校区のふれあいサロン

やリハサロンには毎回顔を出させていた

だいて、そこに来られた市民の方や、あ

るいは民生委員からのご相談を受けたり、

あるいはその帰りに一緒にお家を訪問す

るという件数もかなり最近ふえておりま

す。そういった意味で、相談を受けた場

合については、かなり細かい形での対応

ができているんではないかと思います。

出張相談という場所についてはご指摘の

とおりです。中学校区に１か所ぐらいを

めどに、いろんな施策と合わせて取り組

みができればよいと考えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　ぜひお願いしたいというふ

うに思います。

　その地域包括のほうですけれども、今

おっしゃったとおりだなというふうに思

うんです。やっぱり身近にないとなかな

か相談できないというふうなこともたく

さんあるというふうに思いますし、今お

話では地域のふれあいサロンやリハサロ

ンやそういったところに行ってる中から、

訪問にも出かけてというふうなことでさ

れてる、そういった丁寧な対応というの

が本当に信頼にもつながっていくと思い

ますし、それを更に強めていく上では、

地域福祉活動拠点というふうなことでい

いましたら、整備も早急に行っていって

いただきたいと思っております。これは

要望にしておきます。

　それから要介護認定数の推移なんです

けれども、この点については、もう第５

期のかがやきプランが今つくられていて、

この年度末にはでき上がるというような

ことになろうかと思います。

　次の介護保険料の算定等々についても、

やっぱり作業は行われていると思うんで

す。そうしたときに、その介護サービス

の量でありますとか、実際に受けられる

人の把握が、見通しとしてどう立ててお

られるのかなというようなことにつながっ

てくるかというふうに思うんです。サー

ビスの量を多く見積もったときには、そ

の分保険料も高く設定しないといけない

でしょうし、緩やかな推移でしか介護サー

ビスがふえていないというようなことで

あれば、そんなに急激に保険料を値上げ

する必要もないというようなことにもな

ると思うんです。そうした意味では、こ

の介護認定を受けられる方の数、またそ

の認定を受けられてその要支援か、要介

護か、そういうふうなところを、そういっ

た作業はやられていると思うんです。そ

うした部分で言いましたら、来年度どう

いう見込みを立てられているのかなとい

うことが、今のご答弁では、なかなかわ

かりづらいと思っているところです。も

し算定等々で今の見込みですね、お答え

できるような状況であれば、お願いした

いと思いますし、まだまだこれからとい

うことであれば、今後聞かせていただき

たいと思ってるんですけれども、この辺

のところもよろしくお願いします。

　最後に過小交付の件にかかわってなん

ですけれども、今回３０１万円ほどが未

交付というような形になってしまいまし

て、よその自治体と比べたときには、摂

津の額が少ないほうなのかなというふう

なことも思いました。今回山崎委員の質

問の答弁の中で積み立てられる保険料の

分、また、黒字の部分で７，６００万円

というようなことで言ったら、大きな影

響にはならないのかなというふうなこと
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でありますけれども、でもやっぱりこれ

がなけなしの金で保険料を払っている、

そうした皆さんにしてみたら、やっぱり

許せることではないというようなことを

言わなければならないと思うんです。そ

ういった意味では、今後とも大阪府を通

じて来月にまた会合も開かれてというよ

うなことを言われましたように、引き続

きしっかりと声を上げていっていただく

ということをお願いしたいと思っており

ます。この部分については、これでとど

めておきたいと思います。

○森内一蔵委員長　答えられる範囲で、

山田参事。

○山田保健福祉部参事　要介護認定者数

の今後の推計ということなんですが、こ

れはちょうど現在、来期の計画の策定中

ということで、粗い数字が出ておるんで

すけれども、まだ精査ができておりませ

んので、この場ではまだ公表できる段階

ではございません。ただ、今後、後期高

齢者の方の割合がふえていくというふう

に見込まれてます。大体、前期高齢者の

方で認定を受けられる方というのが４％

台、４％から５％、それから後期高齢者

になりますと、３１％ぐらいの方が認定

を受けられておることになりますので、

後期高齢者の方の率がふえますと、当然

全体として認定を受けられる方がふえて

くると思いますので、現在の計画よりも

若干上方修正も必要かなというふうには

考えておりまして、今その精査中でござ

います。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　南野委員。

○南野直司委員　今後の介護制度につき

まして、運営について介護予防というの

は非常に大事であると思います。市のほ

うも重点施策として位置づけておられま

すけれども、決算概要の２７８ページ、

介護予防普及啓発事業、それから地域介

護予防活動支援事業ということで掲載し

ていただいております。これの中身、内

容についてお聞かせいただきたいと思い

ます。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　決算概要の２７

８ページの介護予防普及啓発事業につき

ましては、地域における介護予防に関す

る普及啓発ということで、地域で介護予

防講座をされるとき、摂津みんなで体操

三部作というのが摂津のオリジナル体操

なんですけれども、それの普及啓発をし

ています。平成２２年度は、千里丘公民

館で講座を開催しました。これについて

は、各公民館をその前年度から順繰りに

回っておりまして、平成２２年度は千里

丘公民館が最後の会場だったんですけれ

ども、そちらのほうで開催したときの費

用です。ふれあいの里の老人センターで

健康体操教室を実施しています。これに

ついては大変人気の高い教室なんですけ

れども、同じ方ばかりではいけないとい

うことで、多くの方に参加いただいてい

ます。介護予防普及啓発委託料としまし

ては、介護認定を受けられる前の方に対

する運動や栄養や認知症の予防といった

講座につきまして、街かどデイハウスで

実施していただいている千里丘協立診療

所ボランティアグループへ委託していま

す。

　地域介護予防活動支援事業としまして

は、いきいき体操の会という自主グルー

プがございます。市内の健康づくりグルー

プが約３０グループございますが、そち

らのグループがそのグループの中心的な

存在で、新しい自主グループが立ちあがっ

た折りに、体操の指導等に行っていただ

いたり、年に１回、そういうグループが

集まって交流会を開催するんですけれど
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も、そういった活動の支援等に対する支

払いです。この中で地域活動の委託料が

決算額がゼロということになっておりま

す。こういった自主グループの活動や、

認知症サポーター養成講座の実施などに

ついては、どちらか事業所への委託を考

えていたんです。他市をみましたら、い

ろんな介護予防の講座等も民間の事業者

に委託をしてやられているということで、

予算を挙げたんですけれども、サポーター

養成講座についても地域の中で開くこと

で、今後の活動が継続的なものとなり、

健康づくりグループについても、いろん

な場所から集まって来られるということ

ではなくて、その地域にもともとある既

存の組織とがタイアップする中で、講座

を継続的なものとして実施していってい

ただくというねらいがございましたもの

で、委託については実施しなかったとい

う状況にあります。

○森内一蔵委員長　南野委員。

○南野直司委員　さまざまな地域で、ま

た、公民館等々でそういった介護予防活

動を展開していただいているということ

でございます。

　この際、もう一点お聞かせいただきた

いんですけれども、平成２２年度のその

目標ということで、第４期せっつ高齢者

かがやきプランの５１ページに載ってい

たと思うんです。介護保険施設・介護専

用型居住系サービス利用者の目標値とい

うことで、一つは施設・居住系サービス

の利用目標、平成２２年度は、要介護２

から５認定者数が１，３４９人、それか

ら二つ目に施設・居住系サービス利用者

数が４５４人、それから構成比が３３．

７％、もう一つは重度者の施設サービス

等の利用目標ですが、一つ目に施設サー

ビス等利用者数４１３人、二つ目に施設

サービス等利用者のうち要介護４から５

が２２６人、構成比が５４．７％という

ことで目標を立てておられまして、これ

がどうだったのかということで、その数

字でわかるんであれば、教えていただき

たいと思います。

○森内一蔵委員長　山田参事。

○山田保健福祉部参事　第４期かがやき

プランに掲げている二つの目標の実績と

いうことなんですが、平成２２年度とい

うことではなくて、直近の平成２３年８

月の審査分の資料がございます。まず、

施設・居住系サービスの利用割合という

ことなんですが、要介護２~５までの方

が１，４３３名で、施設・居住系サービ

スの利用者の方が５０６名ということで、

３５．４％ということになっております。

これは要は施設系のサービスと在宅サー

ビスの利用のバランスを図って、施設の

整備をしましょうと。施設入所に偏らな

いようにしましょうということで３７％

というのが国のほうで設定されておるん

ですけれども、そういう意味では３７％

を下回っているということで、施設利用

者が多いということではないというのが

本市の傾向です。ただ、これについては、

国のほうで３７％という設定が撤廃され

ておりますので、今後については市独自

で施設と居宅の利用のバランスの目標を

立てていくということになります。

　もう一つ、施設等の重度者の利用を７

０％以上の設定ということなんですが、

これは施設の入所者はできるだけ重度の

方に利用していただいて、軽度の方は居

宅でというような方向性の目標設定なん

ですが、これも直近の平成２３年８月の

審査の数字ということで、施設サービス

の利用者が４１６名で、うち要介護４、

５の方が２１０名ということで、５０．

５％という状況になっています。施設の

利用者はできるだけ要介護２以上の方と
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いうことで目標として掲げているんです

が、要介護１の方も３１名いらっしゃる

ということで、現状では軽度の方の施設

利用も多い状況になっているということ

でございます。

○森内一蔵委員長　南野委員。

○南野直司委員　細かい部分までご答弁

いただきましてありがとうございます。

　いずれにしましても、平成２７年には

団塊世代の方が高齢期に入ってくるとい

うこともありまして、今後、介護予防と

いうのは本当に大事なことであると思い

ますし、更にいろんな先ほどご答弁いた

だいたように、展開していただいていま

すけれども、介護予防についてさまざま

なネットワーク、連携を図りながら更に

推進していただきますようよろしくお願

いします。

○森内一蔵委員長　ほかに質疑はありま

せんか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時　　　休憩）

（午後２時４分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　討論なしと認め、採

決いたします。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　続いて、認定第３号について、認定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

をいたしました。

　次に、認定第４号について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

いたしました。

　次に、認定第７号について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　認定第８号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決し

ました。

　認定第９号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　以上で本委員会を閉会します。

（午後２時５分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

　民生常任委員長　森　内　一　蔵

　民生常任委員　　南　野　直　司
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